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はじめに  

東京のターミナル駅周辺では、地下街や鉄道駅のコンコース、駐車場などが複

雑に繋がり、加えて、こうした施設に地下で繋がっている隣接ビルも多い。こう

した地下施設は集中豪雨などにより浸水のおそれが高く、これまでも度々大規模

な水害被害に見舞われている。  

このため、地下を有する施設では、防災対策の一環として浸水被害を軽減する

対策に取り組んでいる管理者も少なくない。  

一方、2000 年（平成 12 年）9 月に発生した東海豪雨では、名古屋市内の地下街

等で浸水被害が発生している。このとき、地下街等の管理者は出入口に止水板を

設置し道路からの浸水を防止した。しかし、地下で繋がっている隣接ビルからの

浸水を防ぐことができず、地下の広範囲に被害が広がっており、管理者間で連携

した浸水対策の必要性が改めて認識されることとなった。  

近年、地球温暖化の進行などにより異常気象が増加傾向と言われている。統計

的にも時間 50 ﾐﾘを超える集中豪雨も都内では増加している。また、 2019 年（令

和元年）10 月には台風第 19 号により、都内においても、河川の氾濫や家屋被害な

ど大きな浸水被害を受けた。こうした豪雨から地下施設の利用者や業務従事者の

安全を確保し、施設などの被害を軽減するためには地下施設の管理者全てが連携

して浸水対策に取り組むことが極めて重要である。  

 

 

図 1 本計画の位置付けイメージ  
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第１章 計画の基本事項 

1-1 目的  

・ 本計画は豪雨災害に対して、各施設管理者が情報収集・伝達、警戒活動、避

難誘導等に関して相互の連携方法を予め定めることにより、浸水対策を効果

的に実行することを目的とする。  

・ 本計画は、地下街等（連担する地下施設で、地下街や地下駅コンコース、地

下駐車場、および、これらに接続するビル地下施設などから成る地下空間）

における滞在者の人命保護を第一目標とする。またあわせて、施設内の被害

軽減を図り、浸水による影響が無くなった後、速やかに施設業務が再開され

るよう効果的な浸水対策の実施を目指すものである。  

 

1-2 協議会  

・ 地下街等で連携して浸水対策に取り組むため、「東京都地下街等浸水対策協議

会（以下、「協議会」という。）」を設置する。  

・ 協議会は、連携を図る必要が認められる施設管理者等（所有者又は、管理者）

を協議会の構成員として、協議会への参加を求めることとする。  

・ 協議会には、有楽町駅、日比谷駅周辺の地下街等の浸水対策を促進するため

に、「有楽町地区部会（以下、「部会」という。」を設置し、「有楽町地区地下

街等浸水対策計画」の策定、改定を行う。また、部会の構成員は、この計画

に基づき、連携した浸水対策を実行する。  

・ 部会の構成員の代表者を幹事とし、幹事は協議会幹事会に参加する。  

・ 協議会には事務局を設置し、事務局は協議会の円滑な運営に努める。  

・ 部会における構成員は、表１のとおりとする。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 協議会の構成イメージ  
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表１ 有楽町地区部会の構成員（施設名称、管理者等名称など）  

施設名称  管理者等名称  備考 

東京ﾒﾄﾛ 有楽町駅  東京地下鉄㈱  (幹事) 

東京ﾒﾄﾛ 日比谷駅  東京地下鉄㈱  (幹事) 

東京国際ﾌｫｰﾗﾑ ㈱東京国際ﾌｫｰﾗﾑ  

読売会館  ㈱ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ有楽町店   

新有楽町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 三菱地所㈱/三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱  (幹事) 

新国際ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ/国際ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 三菱地所㈱/三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱  (幹事) 

帝劇ﾋﾞﾙ 東宝ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱  

丸の内二重橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 三菱地所㈱/三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱  (幹事) 

有楽町駅前ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ(有楽町ｲﾄｼｱ) 
有楽町駅前開発㈱/ 

三菱地所ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱  
 

有楽町駅前地下広場  千代田区/有楽町駅前開発㈱   

東京交通会館  ㈱東京交通会館   

有楽町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ有楽町ﾏﾘｵﾝ 有楽町ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ管理㈱   

aune 有楽町 ｵﾘｯｸｽ㈱/ｵﾘｯｸｽ・ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱   

東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ日比谷  三井不動産㈱ /三井不動産ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ㈱   

東宝ﾂｲﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ 東宝ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱ 工事中 

有楽町電気ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ北館・南館  有電ﾋﾞﾙ管理㈱   

日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ ㈱千代田ﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  

ｻﾞ・ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗ東京  ㈱ﾍﾟﾆﾝｼｭﾗ東京   

日比谷ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ ㈱ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ/㈱ｻﾝｹｲﾋﾞﾙﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ  

都営地下鉄 日比谷駅  東京都交通局  (幹事) 

日比谷ｼｬﾝﾃ 東宝ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱  

東京宝塚ﾋﾞﾙ 東宝ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ㈱  
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1-3 対象施設・範囲  

・ 有楽町駅、日比谷駅周辺の地下街等（連担する地下施設で、地下街や地下駅

コンコース、地下駐車場、および、これらに接続するビル地下施設などから

成る地下空間）のうち、管理者が異なる施設が繋がって地下空間を構成して

いる範囲を計画の対象範囲とする。  

・ 対象範囲の施設は、前述の「管理施設名」のとおりとし、以下に図示する。  

・  

 

 

 

 

 

図 3 対象施設 
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有楽町ﾏﾘｵﾝ 

有楽町電気ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ
北館・南館  

日比谷ｻﾝｹｲﾋﾞﾙ 

日比谷ﾏﾘﾝﾋﾞﾙ 

東宝ﾂｲﾝﾀﾜｰﾋﾞﾙ 

aune 有楽町  

日比谷ｼｬﾝﾃ 
 

東京ﾐｯﾄﾞﾀｳﾝ日比谷  
 

新国際ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ 

東京宝塚ﾋﾞﾙ 
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1-4 目標とする豪雨   

・ 本計画は、東京都が 2001 年（平成 13 年）8 月及び 2003 年（平成 15 年）5

月に公表した「浸水予想区域図」を千代田区が抜粋した「千代田区洪水避難

地図（洪水ハザードマップ）」（令和元年 7 月）に基づく浸水を想定した内容

とする。（図４参照）  

・ 荒川の洪水浸水想定については、2016 年（平成 28 年）5 月に公表した荒川水

系荒川洪水浸水想定区域図に基づく洪水想定とする。  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

・  

 

 

図 4 有楽町駅、日比谷駅周辺の浸水想定区域図 

 

千代田区洪水ハザードマップ  

神田川･日本橋川･隅田川が大雨によって増水

し、既存の下水道施設や河川の処理能力を超え

て水があふれた場合の浸水予想結果にもとづい

て、浸水する範囲とその程度を示した地図。  

対象降雨：平成 12 年 9 月  東海豪雨  

（時間最大雨量 114mm、総雨量 589mm）  
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図 5 有楽町駅、日比谷駅周辺の荒川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨） 

 

 

 

荒川水系荒川洪水浸水想定区域図（想定最大規模降雨）  

この図は、荒川水系荒川の洪水予報区間について、水防法の

規定により定められた想定最大規模降雨による洪水浸水想定区

域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。  

 

作成主体：国土交通省関東地方整備局荒川上流河川事務所  

国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所  

指定年月日：平成２８年５月３０日  

指定の前提となる降雨：荒川流域の 72 時間総雨量 632ｍｍ  
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1-5 計画の位置付け  

・ 本計画は、地下空間の連続性を踏まえ、施設管理者間で連携する内容につい

て定めるものであり、各管理者が自らの施設の水防体制を定める計画につい

ては、本計画に関わる内容を反映することとし、個々の施設内の体制につい

て規定するものではない。  

・ 本計画は、千代田区の水防体制との整合を図り、本計画に定めのない事項は

各施設管理者が定める防災計画、ならびに、千代田区地域防災計画に準ずる

ものとする。  

・ 水防法第 15 条の 2 第 1 項に基づき千代田区地域防災計画に定めのある施設管

理者は、別途、法に基づく計画を作成し、区に提出する。この場合、本計画

との整合を図るものとする。  

 

 

第２章 情報収集及び伝達 

 

2-1 情報収集  

・ 各施設管理者は、浸水の危険性を把握するために情報収集体制を構築する。  

・ 各施設管理者は、インターネット、テレビ、ラジオ等により、気象情報、洪

水予報、千代田区等から提供される防災情報などの情報収集を行う。  

・ 各施設管理者は、降雨状況により浸水の危険性が高いと判断される場合、地

上の状況を目視またはテレビカメラ等により確認を行うなど、警戒活動を実

施する。  

 

2-2 情報伝達  

・ 部会は、各施設管理者間で浸水に係る情報の共有を図るため、施設管理者間

における連絡体制を構築する。  

・ 各施設管理者は、施設内組織における水防体制に従い、浸水に係る情報の共

有ならびに、伝達を行う。  

・ 各施設管理者は、浸水が発生した場合、または、浸水が予想される場合に部

会が定めた連絡体制に従って、速やかに情報を伝達する。  
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第３章 避難誘導 

3-1 避難誘導の原則  

・ 浸水時または浸水が予想される場合には、地下施設利用者の避難を最優先に

行う。  

・ 部会は、地下施設利用者を安全、確実に避難できるよう、各施設管理者が連

携した避難誘導計画を定める。  

・ 各施設管理者は、部会が定める避難誘導計画に従うほか、自らの施設内にお

ける誘導を行う場合には、各施設管理者が定める計画に従う。  

 

3-2 避難誘導の開始時期  

・ 避難誘導の開始は、「有楽町地区における地下空間に浸水の危険性があるとき」

を原則とする。  

・ 部会は、各施設管理者間で統一した行動を行うため、避難誘導の基準を定め

る。ただし、浸水が軽微な場合には、施設管理者ごとの水防責任者（水防法

に基づく「統括管理者」相当の者）が判断を行うことができる。  

・ 千代田区から避難勧告、避難指示が発令された場合、直ちに、地下街等の利

用者を避難させるとともに、利用者の安全を確認できた時点で施設内での業

務従事者等の避難を速やかに実施する。  

 

3-3 避難経路及び避難場所  

・ 避難経路および避難場所については、部会で定める。ただし、各管理者の施

設内にあっては各管理者が定める。  

・ 地下への浸水が発生した場合の避難場所は、原則、地上部の安全が確認され

た場合は地上とし、それ以外の場合は浸水想定等を踏まえた安全な地上階を

確保する。  

・ 地下街等への浸水により甚大な被害が発生した場合、若しくは、地下街等の

周辺部で公共交通機関が麻痺するような大規模な水災害が発生した場合は、

千代田区地域防災計画に基づき、千代田区等と連携した対応を行う。  

 

3-4 避難誘導の留意事項  

・ 有楽町地区の地上部における地形や地下街等の内部構造を踏まえた避難誘導

を行う。  

・ 放送設備などを使用して、浸水等の状況を説明するとともに、従業員等の指

示に従って避難するよう呼びかける。  

・ エレベーターやエスカレーターなどの電気設備の利用は原則、行わない。  
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・ 停電時の避難誘導を適切に行うため、避難活動等に従事する者は懐中電灯を

所持する。  

・ 地下施設利用者がパニックにならないよう、避難誘導をはじめ、各要員は落

ち着いて行動する。  

・ 高齢者や障がい者など災害時の要配慮者の避難誘導については、施設関係者

だけでなく周辺の人に協力を求め迅速に行う。  

・ 避難経路や避難方法などの案内の多言語化を促進する。国などの動向を踏ま

え、外国人が安全に利用できる環境整備を行う。  

 

 

第４章 浸水防止対策 

4-1 浸水防止施設等の把握  

・ 部会は、各施設の出入口などについて浸水想定に基づき浸水対策が必要な箇

所、ならびに、止水板等の浸水防止施設の整備状況、浸水防止を図るための

資機材の配置状況を把握し、効果的な浸水防止対策に活用する。  

・ 各施設管理者は、自ら管理する施設の出入口などに浸水防止施設や資機材を

新たに整備または配置した場合には、速やかに部会に報告する。また、既に

整備または配置済みの浸水防止施設や資機材が使用できない状態となった場

合にも速やかに部会に報告する。  

 

4-2 浸水防止施設等の設置  

・ 各施設管理者は、自ら管理する出入口などから浸水が確認された場合、また

は、浸水が予想される場合には、浸水防止施設、または、浸水防止を図るた

めの資機材を速やかに設置する。  

・ 各施設管理者は、浸水防止施設、または、浸水防止を図るための資機材の設

置にあたり、各施設の水防体制に基づき必要な人員を配置する。  

 

    

 

写真 止水板設置例 
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4-3 浸水防止施設等の管理  

・ 浸水防止施設、または、浸水防止を図るための資機材を所有する施設管理者

は、定期的に点検、整備を行い、非常時に十分に機能が発揮できる状態とな

るように努める。  

・ 部会は、浸水防止施設等を所管する施設管理者と連携し、定期的に合同点検

を実施するなど、浸水防止施設等の適切な管理に努める。  

 

4-4 浸水防止施設等の整備  

・ 浸水想定に基づき浸水のおそれがある出入口などのうち、浸水防止施設等が

未整備である箇所については、その所有者が整備に努める。  

・ 部会は、浸水防止施設の整備、または、更新を行う場合の国等の補助、支援

制度の情報発信などにより、各施設管理者の負担軽減に努める。  

 

 

第５章 防災教育 

・ 各施設管理者は、従業員等に対して水害対策の啓発、意識向上、また、浸水時

の対応方法などについて計画的に教育を行う。  

・ 各施設管理者が実施する防災教育の内容、ならびに、実施時期については以

下のとおりとする。  

 

【防災教育の内容】  

      ・ 防災意識の向上  

      ・ 浸水予防の知識  

      ・ 防災体制の周知徹底  

      ・ 避難計画の周知徹底  

      ・ 施設の防災管理上必要な事項  など  

 

     【防災教育の実施時期】  

      ・ 各施設の従業員等として施設に配置されたとき、速やかに  

      ・ 浸水対策に係る取組に変更があったとき、速やかに  

      ・ 各施設の従業員等として業務に従事するとき、定期的に  
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第６章 防災訓練 

・ 各施設管理者は、地下街等への浸水に適切に対応するため、従業員等が参加

する防災訓練を定期的に実施する。  

・ 部会は、本計画に基づき、地下街等への浸水に適切に対応するため、各施設

管理者が参加する防災訓練を定期的に実施する。  

・ 各施設管理者が実施する防災訓練は、部会が実施する訓練と合わせて実施す

ることができる。  

・ 部会が実施する防災訓練は、図上または実働形式により実施する。  

・ 部会が実施する防災訓練の内容は以下のとおりとする。  

 

  【防災訓練の内容】  

    （１）情報収集・伝達訓練  

       ・情報収集及び伝達方法に係る訓練  

     （２）浸水防止訓練  

       ・浸水防止を図る施設、設備、資機材等の取扱に係る訓練  

     （３）避難誘導訓練  

       ・地下街等滞在者を安全に避難誘導するための訓練  

 

 

第７章 計画の更新 

7-1 計画の更新  

・ 各施設管理者の連絡先に変更があった場合、速やかに部会に報告し、本計画

に反映させる。  

・ 法令等の改正、浸水想定の見直し、地下街等に接続する各施設の新設・増改

築などが行われた場合、部会は本計画への影響を検証の上、必要な更新を行

う。  

・ その他、部会の会員が必要と認めた場合に、部会で検討の上、必要な更新を

行う。  

 

7-2 計画の使用  

・ 本計画は、部会で適切に管理を行う。  

・ 部会の会員は、部会に許可なく本計画を複写、使用することができる。但し、

資料編について複写、使用する場合には、予め部会に許可を求め、かつ、関

係者の連絡先や個人情報が含まれる箇所を削除することとする。  

 

 


